
（平成２５年２月２７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件



                      

  

千葉厚生年金 事案 4979 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年 11 月 11 日から 45 年１月５日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を 44 年 11 月 11 日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月

額の記録を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 11 月 11 日から 45 年１月５日まで 

             ② 昭和 45 年１月 31 日から同年３月 26 日まで 

    私は、昭和 44 年 11 月にＡ社に入社し、申立期間①及び②当時も、勤

務地や仕事内容に変更は無く継続して勤務していたが、申立期間①及び

②の厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。申立期間①及び②当

時の給料支払明細書を提出するので、正しい被保険者記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｂ社から提出された個人別人事記録により、申

立人は、申立期間①にＡ社で勤務していたことが認められる。 

    また、上記人事記録において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

の資格取得日が昭和 44 年 11 月 11 日と記載されている上、申立人に係

る給料支払明細書（45 年１月分）から、44 年 12 月の厚生年金保険料が

控除されていることが確認できる。 

    さらに、オンライン記録によると、申立期間①当時、複数の元同僚が、

入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

きる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申



                      

立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、上記明細書の保険料控

除額及び昭和 45 年１月のオンライン記録から４万 8,000 円とすること

が妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｂ社から提出された個人別人事記録及び雇用

保険の加入記録により、申立人は、申立期間②にＡ社又はＣ社で勤務し

ていたことが認められる。 

    しかし、申立人に係る給料支払明細書（昭和 45 年３月分）から、45

年２月の厚生年金保険料を給与から控除されていないことが確認できる。 

    また、事業所別被保険者名簿により、Ｃ社は、昭和 45 年３月 26 日に

任意包括適用により厚生年金保険の適用事業所になっていることから、

申立期間②当時は適用事業所としての要件を満たさない非適用事業所で

あったことが推認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②に係る保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

千葉厚生年金 事案 4980 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失

日に係る記録を昭和 39 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 10 月 27 日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 26 年３月１日にＡ社に入社してから、58 年３月に退職す

るまで継続して勤務していた。申立期間を調査して厚生年金保険の被保

険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された厚生年金保険被保険者台帳、事業主回答書及び雇用

保険の加入記録から判断すると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和

39 年 11 月１日に同社Ｂ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 39 年 10 月の記録から、３万

6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4981 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 34 年 11 月 25 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年 11 月 25 日から同年 12 月３日まで 

    私は、昭和 33 年５月から 39 年 12 月まで、Ａ社に継続して勤務して

いたが、Ｄ（地名）にあった同社Ｅ事務所から同社Ｃ支店へ転勤したと

きの厚生年金保険の被保険者期間に空白があることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する従業員経歴簿、同社の人事担当者の供述及び申立人と同

時期にＡ社Ｅ事務所から同社Ｃ支店に転勤した複数の元同僚の供述から判

断すると、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 34 年 11 月 25 日に同社

Ｅ事務所から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 34 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円と

することが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主が保管していた健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認および標準報酬決定通知書における資格取得日が昭和 34

年 12 月３日となっていることから、事業主が同日を資格取得日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 4982 

 

                    

  

第１ 委員会の結論 

   総務大臣から平成 22 年６月 29 日付けで行われた申立人の年金記録に係

る苦情のあっせんにおいて、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては明らかでないとした判断

は、当該判断によらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないとの判断に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年７月 30 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 59 年６月 26 日にＡ社へ入社して以来、グループ会社間で

の異動はしたが一度も辞めたことはなく、継続して勤務していた。平成

５年７月分の給与明細書にも、厚生年金保険料控除が記載されているの

で、申立期間が厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間における年金記録については、雇用保険の加入記録、

申立人が所持する給与支給明細書及び元同僚の供述により、申立人はＢ社

からグループ会社であるＣ社に出向し平成５年７月 31 日まで継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが確認できる上、申立期間については、申立人はＢ社において厚

生年金保険被保険者の資格を有するものと認められること、及び同社の事

業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、明らかでないと認められることから、既に当委員会において決

定したあっせん案の報告に基づく 22 年６月 29 日付け総務大臣の年金記録

に係る苦情のあっせんが行われ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律第１条第１項の規定により、申立人のＢ社におけ

る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を５年８月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額は 38 万円とされている。 

   しかしながら、当該あっせん後、Ｂ社が加入しているＤ厚生年金基金か



                      

らの連絡により、申立人のＢ社における当該厚生年金基金の加入記録は厚

生年金保険の被保険者記録と一致していたことが改めて確認された。 

   これらを総合的に判断すると、Ｂ社の当時のＥ（役職）は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行したか否かについて不明と回答し

ているものの、社会保険事務所（当時）におけるＢ社の資格喪失日（平成

５年７月 30 日）の記録が厚生年金基金における資格喪失日と同日になっ

ており、当該厚生年金基金及び社会保険事務所の双方が誤って同日を資格

喪失日と記録したとは考え難いことから、事業主が同年７月 30 日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年７月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、Ｂ社の事業主は、申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



  

千葉厚生年金 事案 4983 

 

                    

  

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年６月 30 日から６年１月７日までの期間につ

いては、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年

１月７日であると認められることから、申立人の同社における資格喪失日

に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円とす

ることが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成６年１月７日から同年２月１日までの期間

については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における

上記訂正後の資格喪失日（６年１月７日）に係る記録を同年２月１日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 30 日から６年２月１日まで 

    私は、申立期間についてはＡ社Ｂ事業所に正社員のＣ（職種）として

勤務していた。申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が欠落していることは

納得できないので、調査して、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成５年６月 30 日から６年１月７日までの期間に

ついては、雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の供述から、申立人が

当該期間においてＡ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

    一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った平成５年７月 31 日より後の６年１月７日付けで、５年 10 月の定時



                      

  

決定を取り消した上で、遡って同年６月 30 日とする処理が行われてい

るほか、複数の元従業員においても、申立人と同様の処理が行われてい

ることが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年６月 30 日

に資格喪失した旨の処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該資格喪

失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ

社における資格喪失日は、社会保険事務所（当時）において当該資格喪

失処理が行われた６年１月７日に訂正することが必要と認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た記録から、28 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成６年１月７日から同年２月１日までの期間につ

いては、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

はなくなった日は、同年８月 23 日付けで、５年７月 31 日から６年２月

１日に訂正されているところ、雇用保険の加入記録及び元同僚の供述か

ら、申立人は当該期間において同社に継続して勤務していたことが推認

できる。 

    また、申立人と同様に資格喪失日を遡及して処理された元同僚は給与

明細書を保管しており、当該給与明細書によると、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できるこ

とから、同職種に就いていた申立人についても、当該期間の保険料を事

業主により給与から控除されていたと推認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、Ａ社に

継続して勤務し、当該期間の保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記取消し

前の平成５年 10 月の定時決定の記録から、28 万円とすることが妥当で

ある。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、事業主とは連絡を取ることができず、ほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月 21 日から同年８月 13 日まで 

    私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ事務所で勤務していた。関連会社である

Ｃ社の設立に伴い同社に転籍したが、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、申立

人は、昭和 43 年５月 21 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、同年８月 13 日にＣ社において被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   しかし、申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の供述から

判断すると、申立人は申立期間を含む前後の期間を通じて、Ａ社及び同社

の関連会社であるＣ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社は、｢社会保険事務については、それぞれの会社で手続をし

ていたので、連絡の不手際などによって空白期間ができた可能性があるが、

継続勤務している場合には厚生年金保険料は控除していたはずである。｣

と回答している上、複数の元同僚は、「申立期間当時、給与計算はＡ社が

一括で行っており、毎月、保険料が控除されていた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主（Ａ社）により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

43 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成５年６月 30 日から６年１月７日までの期間につ

いては、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年

１月７日であると認められることから、申立人の同社における資格喪失日

に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、５年６月及

び同年７月は 26 万円、同年８月から同年 12 月までは 34 万円とすること

が必要である。 

   また、申立期間のうち、平成６年１月７日から同年３月１日までの期間

については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における

上記訂正後の資格喪失日（６年１月７日）に係る記録を同年３月１日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 34 万円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、平成６年１月７日から同年２月１日までの

期間は、明らかでないと認められ、同年２月１日から同年３月１日までの

期間は、履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 30 日から６年３月１日まで 

    私は、申立期間についてはＡ社Ｂ事業所に正社員のＣ（職種）として

勤務していた。申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が欠落していることは

納得できないので、調査して、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成５年６月 30 日から６年１月７日までの期間に

ついては、複数の元同僚の供述及び申立人から提出された預金通帳によ

り確認できるＡ社からの給与振込状況により、申立人が当該期間におい



                      

て同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

    一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った平成５年７月 31 日より後の６年１月７日付けで、５年８月の随時

改定を取り消した上で、遡って同年６月 30 日とする処理が行われてい

るほか、複数の元従業員においても、申立人と同様の処理が行われてい

ることが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年６月 30 日

に資格喪失した旨の処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該資格喪

失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ

社における資格喪失日は、社会保険事務所（当時）において当該資格喪

失処理が行われた６年１月７日に訂正することが必要と認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た記録から、平成５年６月及び同年７月は 26 万円、同年

８月から同年 12 月までは 34 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成６年１月７日から同年３月１日までの期間につ

いては、前述の複数の元同僚の供述及び申立人から提出された預金通帳

により確認できるＡ社からの給与振込状況により、申立人が当該期間に

おいて同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

    また、申立人と同様に資格喪失日を遡及して処理された元同僚は給与

明細書を保管しており、当該給与明細書によると、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できるこ

とから、同職種に就いていた申立人についても、当該期間の保険料を事

業主により給与から控除されていたと推認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、Ａ社に

継続して勤務し、当該期間の保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

    また、申立人から提出された平成５年２月の給与明細書により確認で

きる保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額に基づき計算され

る保険料額と一致していることに加え、上記預金通帳により確認できる

申立期間の給与振込額の推移を踏まえて判断すると、標準報酬月額の届

出に基づく保険料控除が行われていたことが推認されることから、当該

期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記取消し前の平成５年

８月の随時改定の記録から、34 万円とすることが妥当である。 

    一方、オンライン記録によると、Ａ社は、当初、平成５年７月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていたものが６年８月 23 日

付けで、同年２月１日に訂正されており、当該期間のうち、同日以降の

  



                      

期間については、適用事業所としての記録が無い。 

    しかし、Ａ社に係る履歴事項全部証明書によれば、同社は平成６年２

月１日以降も法人の事業所であったことが確認できることから、当時の

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断さ

れる。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、事業主とは連絡を取ることができず、回答を得ること

ができないものの、当該期間のうち、平成６年１月７日から同年２月１

日までの期間については、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、行ったとは認められない。 

    なお、当該期間のうち、平成６年２月１日から同年３月１日までの期

間については、事業主は、同年２月１日以降において適用事業所であり

ながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められる

ことから、申立人に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

  



  

千葉厚生年金 事案 4986 

                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月 21 日から同年８月 13 日まで 

    私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ事務所で勤務していた。関連会社である

Ｃ社の設立に伴い同社に転籍したが、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、申立

人は、昭和 43 年５月 21 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、同年８月 13 日にＣ社において被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   しかし、申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の供述から

判断すると、申立人は申立期間を含む前後の期間を通じて、Ａ社及び同社

の関連会社であるＣ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社は、｢社会保険事務については、それぞれの会社で手続をし

ていたので、連絡の不手際などによって空白期間ができた可能性があるが、

継続勤務している場合には厚生年金保険料は控除していたはずである。｣

と回答している上、複数の元同僚は、「申立期間当時、給与計算はＡ社が

一括で行っており、毎月、保険料が控除されていた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主（Ａ社）により給与から控除されていたことが認められる。 

  



                      

  

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

43 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4987 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月 21 日から同年８月 13 日まで 

    私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ事務所で勤務していた。関連会社である

Ｃ社の設立に伴い同社に転籍したが、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、申立

人は、昭和 43 年５月 21 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、同年８月 13 日にＣ社において被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   しかし、複数の元同僚の供述から判断すると、申立人は申立期間を含む

前後の期間を通じて、Ａ社及び同社の関連会社であるＣ社に継続して勤務

していたことが認められる。 

   また、Ａ社は、｢社会保険事務については、それぞれの会社で手続をし

ていたので、連絡の不手際などによって空白期間ができた可能性があるが、

継続勤務している場合には厚生年金保険料は控除していたはずである。｣

と回答している上、複数の元同僚は、「申立期間当時、給与計算はＡ社が

一括で行っており、毎月、保険料が控除されていた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主（Ａ社）により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

43 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

  



  

千葉厚生年金 事案 4988 

 

                    

  

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月 21 日から同年８月 13 日まで 

    私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ事務所で勤務していた。関連会社である

Ｃ社の設立に伴い同社に転籍したが、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、申立

人は、昭和 43 年５月 21 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、同年８月 13 日にＣ社において被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   しかし、複数の元同僚の供述から判断すると、申立人は申立期間を含む

前後の期間を通じて、Ａ社及び同社の関連会社であるＣ社に継続して勤務

していたことが認められる。 

   また、Ａ社は、｢社会保険事務については、それぞれの会社で手続をし

ていたので、連絡の不手際などによって空白期間ができた可能性があるが、

継続勤務している場合には厚生年金保険料は控除していたはずである。｣

と回答している上、複数の元同僚は、「申立期間当時、給与計算はＡ社が

一括で行っており、毎月、保険料が控除されていた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主（Ａ社）により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

43 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



    

千葉厚生年金 事案 4989 

                  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月 21 日から同年８月 13 日まで 

    私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ事務所で勤務していた。関連会社である

Ｃ社の設立に伴い同社に転籍したが、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、申立

人は、昭和 43 年５月 21 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、同年８月 13 日にＣ社において被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   しかし、申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の供述から

判断すると、申立人は申立期間を含む前後の期間を通じて、Ａ社及び同社

の関連会社であるＣ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社は、｢社会保険事務については、それぞれの会社で手続をし

ていたので、連絡の不手際などによって空白期間ができた可能性があるが、

継続勤務している場合には厚生年金保険料は控除していたはずである。｣

と回答している上、複数の元同僚は、「申立期間当時、給与計算はＡ社が

一括で行っており、毎月、保険料が控除されていた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主（Ａ社）により給与から控除されていたことが認められる。 

  



                      

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

43 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

千葉厚生年金 事案 4990 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 39 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年５月１日から同年６月１日まで 

    私の夫は、昭和 39 年３月に大学を卒業後、同年４月にＡ社に入社し、

平成５年５月に死亡退職するまで、同社に継続して勤務していたが、申

立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、調査の

上、被保険者記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び申立人の妻から提出された申立人に係る「退職

金・慰労金計算書」から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同

社本社から同社Ｂ支店（現在は、同社Ｃ支店）に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、Ａ社は、「申立人は、昭和 39 年４月１日の

入社時に本社において行われる新入社員研修を受けた後、Ｂ支店へ赴任し

ており、その際、本社において申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失

日に係る事務処理を誤った可能性がある。」と回答していることから判断

すると、同年６月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年４月の健康保険厚生年金保険被保険名簿の記録から、２万 2,000 円

  



                      

  

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、前述のＡ社の回答から

判断すると、事業主が、昭和 39 年５月１日を申立人の資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年 10 月から平成元年９月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 10 月から平成元年９月まで 

    私の年金記録では申立期間直前の昭和 51 年９月までの国民年金保険

料は納付済みとなっているが、申立期間の保険料は未納とされている。

13 年間も全く保険料を納付していないということは無いと思うので、

調査して納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間についてはＡ区からＢ区へ転居し、その後、Ｃ区へ

転居したと申述しており、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人

の国民年金手帳記号番号はＡ区において払い出されていることが確認でき

るところ、当該払出簿の申立人欄には、申立人がＡ区からＢ区へ転出した

ことを示す記載とともに「不在」の印が押されていることから、Ｂ区では

国民年金被保険者として申立人の所在は把握されていなかったことがうか

がえる上、不在被保険者に対し国民年金保険料の納付書が発行されるとは

考え難いことから、申立人はＢ区において保険料を納付することはできな

かったものと考えられる。 

   また、上記払出簿によれば、昭和 58 年６月２日にＣ区において、申立

人に係る国民年金被保険者の住所変更が行われていることが確認できると

ころ、Ｃ区居住者に係る年度別納付状況リスト（59 年５月 10 日現在）に

より確認できる納付記録は 47 年９月から 51 年９月までの期間のみであり、

当該納付記録はオンライン記録と一致している。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は国民年



                      

金被保険者に係る住所変更手続並びに申立期間に係る保険料の納付方法及

び納付場所に関する記憶が定かではなく、保険料の具体的な納付状況は不

明であることから、申立人が申立期間に係る保険料を納付していたと推認

することは困難である。 

   加えて、申立期間は 156 か月と長期間であり、申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



  

千葉国民年金 事案 4455 

 

第１ 委員会の結論 

                    

  

   申立人の平成３年８月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月から同年 10 月まで 

    私は、平成３年７月末に会社を退職する際、会社から医療保険及び国

民年金の加入に関する説明を受けていたので、退職後、すぐにＡ市役

所に行き国民年金の加入手続を行った。後日、国民年金保険料の納付

書が自宅に送られてきたので、Ｂ銀行Ｃ支店で保険料を納付していた。

申立期間が未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年７月末に会社を退職した後、速やかにＡ市役所で国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は金融機関で納付し

ていたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の第３号

被保険者の該当処理日及び第１号被保険者の納付記録から、申立人の加入

手続は５年５月頃に行われたものと推認される上、申立人が所持する年金

手帳には、初めて被保険者となった日が同年５月８日と記載されており、

その資格記録とオンライン記録とが一致していることから、申立期間は国

民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができない

期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことを示す周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



    

千葉厚生年金 事案 4991 

 

第１ 委員会の結論 

                  

  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月から 50 年 12 月まで 

             ② 昭和 51 年４月から 52 年１月まで 

    私は、昭和 47 年４月から 50 年 12 月までＡ（都道府県）Ｂ区のＣ社

に、51 年４月から 52 年１月までＡ（都道府県）Ｄ区のＥ社にそれぞれ

勤務していたが、申立期間①及び②が厚生年金保険の被保険者期間とな

っていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の申立期間①に係る明確な供述から、期

間は特定できないが、Ｃ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 54 年２月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立期間①は適用

事業所になる前の期間である上、元事業主は既に死亡していることから、

申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

    また、元事業主及び申立人が氏名を挙げた元同僚二人は、いずれも申

立期間①において、厚生年金保険の被保険者期間が確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、Ｅ社の元Ｆ（役職）の供述から、申立人が当該

事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、オンライン記録において「Ｅ社」という名称で、Ａ（都道府

県）Ｄ区に所在する厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、元事



                      

業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間②における厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

    また、元事業主及び申立人が氏名を挙げた元同僚一人は、いずれも申

立期間②において、厚生年金保険の被保険者期間が確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

  



                      

千葉厚生年金 事案 4992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月１日から 50 年３月１日まで 

    私は、Ａ社の子会社でＢ区Ｃ町のＤ社に、昭和 45 年３月１日から 50

年２月末日まで嘱託のＥ（職種）として勤務したが、申立期間の厚生年

金保険の被保険者記録が欠落しているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係るＦ労働委員会事務局の回答書によると、「Ｇ労

働組合連合会及びＨ労働組合が、Ｄ社を当事者として、Ｆ労働委員会に不

当労働行為の救済を求め、その結果、昭和 50 年２月末日付けをもって申

立人らが当該事業所を退職したことを確認し、当事者間で和解が成立し、

救済の申し立てを取り下げた。」とされており、申立て内容と符合するこ

とから、申立人は、申立期間に、当該事業所に在籍していたことが推認で

きる。 

   しかし、申立人及びＨ労働組合から依頼を受けた弁護士は、和解につい

ての協定書を保持していないため、厚生年金保険に係る取扱いは確認でき

ない上、申立期間において、雇用保険の加入記録も確認できない。 

   また、申立人及び複数の元同僚は、申立期間中は当該事業所に出勤して

おらず、給与の支払いを受けていなかったことを認めている上、当該事業

所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の

事業主も既に死亡していることから、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4993 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年７月 15 日から 42 年８月１日まで 

             ② 昭和 44 年７月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 39 年７月から 49 年３月まで、Ａ社にＢ（職種）として勤

務したが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が空白になっている

ので、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に勤務していた複数の元同僚の供述により、申立人が申立期間にお

いて、当該事業所に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた当該事業所の元事業主及び元同僚からは、

協力を得ることができないことから、当該事業所における申立人の申立期

間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができ

ない。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数

の元同僚に照会したが、申立人が申立期間において、厚生年金保険被保険

者として厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる供述を得る

ことができない。 

   さらに、申立人は、当該事業所において２つの厚生年金保険被保険者番

号が払い出されていて、重複取消処理が行われているところ、「払出番号

＊」は、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、昭和 42 年８

月４日付けで当該事業所に新たに払い出され、申立人が同年８月１日に資

格取得したことが確認でき、オンライン記録と一致する。 

   加えて、当該被保険者名簿によると、申立人は、昭和 44 年７月１日に

資格を喪失し、健康保険被保険者証の返納日が同年８月９日と記載され、



                      

  

また同年９月１日に再取得していることが確認でき、これもオンライン記

録と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4994 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 11 月 19 日から 46 年１月 21 日まで 

             ② 昭和 46 年３月１日から 47 年７月１日まで 

    私は、昭和 44 年 11 月 19 日にＡ社に入社し、47 年 10 月 20 日に退職

するまで、継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び②に

おいて、厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。調査

の上、被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の具体的な供述及び複数の元同僚の供述

から、申立人は、雇用形態は特定できないものの、申立期間①当時、Ａ

社に継続して勤務していたことは推認できる。 

    しかし、申立人の厚生年金保険の資格取得及び資格喪失の届出書類に

ついて、当該事業所の事業主は、「昭和 46 年３月１日付けの資格喪失

届の控えは残っていないが、申立人の申立てどおりの届出はしていな

い。」と回答し、申立人に係る 46 年１月 21 日の「健康保険厚生年金保

険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」を提出している。 

    また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により、申立人の厚

生年金保険被保険者台帳記号番号＊は、昭和 46 年２月 17 日に払い出さ

れ、上記決定通知書に記載されている上、当該事業所の事業所別被保険

者名簿によると、申立人の資格取得日は同年１月 21 日、資格喪失日は

同年３月１日となっており、オンライン記録と一致している。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



                      

  ２ 申立期間②について、申立人の具体的な供述、Ａ社Ｂ店の開業日の昭

和 47 年１月から一緒に勤務したという元同僚及び複数の元同僚の供述

から、申立人は、雇用形態は特定できないものの、申立期間②当時、当

該事業所に継続して勤務していたことは推認できる。 

    しかし、当該事業所の事業主は、申立人に係る昭和 47 年７月１日の

「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知

書」及び同年 10 月 21 日の「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書」を提出しており、その資格取得日及び資格喪失日は、被保険

者名簿及びオンライン記録と一致している。 

    また、申立期間②について、申立人に係る雇用保険の加入記録は確認

できないが、申立期間②後の昭和 47 年７月１日から同年 10 月 20 日ま

での期間は、申立人に係る雇用保険の加入記録と厚生年金保険の被保険

者期間は符合している。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4995 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月から 36 年４月まで 

    私は、昭和 34 年３月から 36 年４月まで、Ａ社に勤務し、Ｂ（業務）

に従事していたが、この間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので、

調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の供述から判断すると、勤務期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、当該事業所の元同僚で、自分の入社した時期を覚えていた５人

について、厚生年金保険被保険者の資格取得日を調査したところ、入社後

３か月から２年後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが認

められ、このうち申立人と同様、Ｃ（部門）に所属していた元同僚二人に

ついて、一人は 10 か月後、他の一人は２年後に厚生年金保険の被保険者

資格を取得しており、二人とも、「正社員になる前に見習期間があった。

その期間は厚生年金に加入させてもらえなかったと思う。」と供述してい

る。 

   また、申立人より前に当該事業所に入社し、申立人の当該事業所への就

職を勧誘した元上司についても、当該事業所における厚生年金保険の被保

険者記録が無い。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




